
 
 

 

埼
玉
県
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
動
く
歩
道
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
な
利

用
の
促
進
に
関
し
、
県
、
県
民
及
び
関
係
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
の
利
用
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
の
安
全
な
利
用
を
確
保
し
、
も
っ
て
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
二
条 

県
は
、
県
民
、
関
係
事
業
者
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
相
互
の
連
携
及
び
協
力
の

下
に
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
民
の
責
務
） 

第
三
条 

県
民
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
の
安
全
な
利
用
に
関
す
る
取
組
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

県
民
は
、
県
及
び
関
係
事
業
者
が
実
施
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
施
策
及
び
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
関
係
事
業
者
の
責
務
） 

第
四
条 

関
係
事
業
者
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
取
組
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

関
係
事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
者
の
義
務
） 

第
五
条 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
立

ち
止
ま
っ
た
状
態
で
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
管
理
者
の
義
務
） 

第
六
条 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
管
理
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ

の
利
用
者
に
対
し
、
立
ち
止
ま
っ
た
状
態
で
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
す
べ
き
こ
と
を
周
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
管
理
者
に
対
す
る
指
導
等
） 

第
七
条 

知
事
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
管
理
者
に
対
し
、
前
条
に
規
定
す
る
周
知
に
関
し
必
要
な
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
見
直
し
） 

２ 

県
は
、
社
会
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
こ
の
条
例
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。 


